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３－２．新型コロナウイルス感染（疑い）者発生時の対応等（入所系） 

 

 
０．平時対応 
（１）体制構築・整備（様式１） 

 全体の意思決定者、各業務の担当者（誰が、何をするか）を決めておき、関係者の連絡先、連絡フローの整理を
行う。 

 
（２）感染防止に向けた取組の実施 

 新型コロナウイルス感染症に関する最新情報（感染状況、政府や自治体の動向等）の収集、手指消毒・換気等
の基本的な感染症対策の徹底、職員・入所者の体調管理、施設内出入り者の記録管理、人事異動・連絡先変
更の反映を行う。（３－５．感染防止に向けた取組 参照） 

 
（３）防護具、消毒液等備蓄品の確保 

 個人防護具、消毒剤等の在庫量・保管場所の確認を行う。感染が疑われる者への対応等により使用量が増加した
場合に備え、普段から数日分は備蓄しておくことが望ましい。 

 
（４）研修・訓練の実施 

 作成した BCP を関係者と共有し、平時から BCP の内容に関する研修、BCP の内容に沿った訓練（シミュレーショ
ン）を行う。 
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（５）BCP の検証・見直し 
 最新の動向や訓練等で洗い出された課題を BCP に反映させるなど、定期的に見直しを行う。 

 
                        
1. 感染疑い者の発生 

 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状や、発熱、咳、頭痛などの比較的軽い風邪
症状等が確認された場合、速やかに新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。 

 また、初期症状として、嗅覚障害や味覚障害を訴える患者がいることが明らかになっており、普段と違うと感じた場
合には、速やかに医師等に相談する。 

 職員は、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底し、感染が疑われる場合は主治医や地域
で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。 

 

 
2. 初動対応 

(１) 第一報（様式２） 
＜管理者へ報告＞ 

 感染疑い者が発生した場合は、速やかに管理者等に報告する。 
 管理者は施設内で情報共有を行うとともに、所属する法人の担当部署へ報告を行う。 

＜地域で身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡＞ 
 協力医療機関や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。 
 電話相談時は、施設入所者である旨や、症状・経過など、可能な限り詳細な情報を伝える。 

＜施設内・法人内の情報共有＞ 
 状況について施設内で共有する。 
 施設内においては、掲示板や社内イントラネット等の通信技術を活用し、施設内での感染拡大に注意する。 
 所属法人の担当窓口へ情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。 

＜指定権者への報告＞ 
 電話により現時点での情報を報告・共有するとともに必要に応じて文書にて報告を行う。 

＜家族への報告＞ 
 状況について当該利用者家族へ情報共有を行う。そ

の際、入所者の状態や症状の経過、受診・検査の実
施等の今後の予定について共有するよう心がける。 

 
 

【ポイント】 
 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際にお

ける体調の確認を行うこと等により、日頃から入所者の健康の状態や変化の有無等に留意することが重
要。 

 職員に関しては、管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出
しやすい環境づくりに努めること。 

【ポイント】 
 報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を

事前に整理しておくことが重要。 
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(２) 感染疑い者への対応 
＜個室管理＞ 

 当該入所者について、個室に移動する。 
 個室管理ができない場合は、当該利用者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの感覚を 2m 以上あける」または

「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。 
＜対応者の確認＞ 

 当該入所者とその他の入所者の介護等にあたっては、可能な限り、担当職員を分けて対応する。 
 この点を踏まえ、勤務体制の変更、職員確保について検討を行う。 

＜医療機関受診／施設内で検体採取＞ 
 第一報で連絡した医療機関、受診・相談センターの指示に従い、医療機関の受診等を行う。 
 保健所等の指示により、施設内で検査検体を採取することとなった場合は、検体採取が行われる場所について、以

下の点も踏まえ保健所等に相談する。 
－当該場所までの入所者の移動について、他の入所者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。 
－検体を採取する場所は、十分な換気及び清掃、適切な消毒を行うこと。 

＜体調不良者の確認＞ 
 入所者の状況を集約し、感染疑い者の同室の者に発熱症状を有する者が多かったり、普段と違うと感じた場合

は、施設内で感染が広がっていることを疑い、体調不良者の状況調査を行う。（様式３） 
 職員についても体調不良者の確認を行い、体調不良の場合は地域で身近な医療機関、受診・相談センターへ連

絡するとともに、一時帰宅を検討する。 
 

(３) 消毒・清掃等の実施 
＜場所（居室、共用スペース等）、方法の確認＞ 

 当該入所者の居室、利用した共有スペースの消毒・清掃を行う。 
 手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させ

る。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であるこ
とから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液
（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。 

 
3. 検査 

 検査結果を待っている間は、陽性の場合に備え、感染拡大防止体制確立の準備を行う。 
＜陰性の場合＞ 

 入所を継続し、施設で経過観察を行う。 
＜陽性の場合＞ 

 入院にあたり、当該医療機関に対し、新型コロナウイルス感染状況（感染者であるか、濃厚接触者であるか）も
含めた当該入所者の状況・症状等を可能な限り詳細に情報提供を行う。 

 現病、既往歴等についても、情報提供を行うとともに、主治医や嘱託医との情報共有に努める。 
 退院にあたっては、退院基準を満たし退院をした者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を

断ることは、受入を拒否する正当な理由には該当しないことに留意し、受入準備を進める。なお、当該退院者の病
状等その他の理由により適切なサービスを提供することが困難な場合は、個別に調整を行う。  
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（参考：検査について） 
新型コロナウイルスは、鼻汁、唾液、痰の中などに多く存在するので、PCR 検査や抗原検査では、これらを採取して検査
を行います。 PCR 検査は、機械の中でウイルスの遺伝子を増幅させる反応を行い、もしウイルスがいれば、検査結果は
陽性となります。抗原検査は、細かく分析できる定量検査と、細かい分析はできないながらも簡便に検査できる簡易検
査に分かれます。 PCR 検査も抗原検査も、検査の精度は 100%ではないので、きちんと検体が採取できても、例えば
本来は陽性なのに誤って陰性と出てしまったり(偽陰性)、反対に本来は陰性なのに誤って陽性と出てしまうこと(偽陽性)
もあります。また、ウイルスがいる検体が適切に採取出来ていないと、それも本来は陽性なのに誤って陰性と出る原因にな
ります。さらに、発症前の段階のウイルス量がまだ多くない時期に検査をすると陰性だったのに、後からウイルス量が増えた
タイミングで検査をすると陽性になるということもあります。このため、検査結果は絶対的なものではなく、一度検査で陰性
であったとしても、もし感染が疑われることがあれば、再度相談するようにしましょう。 

 
4. 感染拡大防止体制の確立 

(１) 保健所との連携 
＜濃厚接触者の特定への協力＞ 

 感染者が発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる入所者等の特定に協力する。 
 症状出現 2 日前からの接触者リスト、直近 2 週間の勤務記録、利用者のケア記録（体温、症状等がわかるも

の）、施設内に出入りした者の記録等を準備する。 
 感染が疑われる者が発生した段階で、感染が疑われる者、（感染が疑われる者との）濃厚接触が疑われる者のリ

ストを作成することも有用。（様式４） 
＜感染対策の指示を仰ぐ＞ 

 消毒範囲、消毒内容、生活空間の区分け、運営を継続するために必要な対策に関する相談を行い、指示助言を
受け、実施する。 

 行政検査対象者、検査実施方法について確認し、施設内での検体採取を行う場合は、実施場所について確認する。 
 感染者、濃厚接触者、その他の入所者がわかるよう、また、検査を受けた者とその検体採取日がわかるよう、職員

及び入所者のリストを準備しておく。 
＜併設サービスの休業＞ 

 併設サービスについて、保健所から休業要請があればそれに従う。 
 感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて、休業を検討する指標を

明確にしておく。 
 

(２) 濃厚接触者への対応 
【入所者】 
＜健康管理の徹底＞ 

 濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態の観察を徹底する。 
 14 日間行うことが基本となるが、詳細な期間や対応については保健所の指示に従う。 

＜個室対応＞ 
 当該入所者については、原則として個室に移動する。 
 有症状となった場合は、速やかに別室に移動する。 
 個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする。 
 個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの間隔を 2m 以上あける」または

「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。 
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＜担当職員の選定＞ 
 当該入所者とその他の入所者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行う。 
 職員のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行う。 

＜生活空間・動線の区分け＞ 
 「介護現場における感染対策の手引き 第 1 版」等を参考に実施する（関連部分後述）。 

＜ケアの実施内容・実施方法の確認＞ 
 濃厚接触者のケアの実施内容・実施方法については、 

・「介護現場における感染対策の手引き 第 1 版」（第Ⅱ章 新型コロナウイルス感染症） 
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正）」（令和 2 年 10
月 15 日付事務連絡）を参照。 

 
（参考：「介護現場における感染対策の手引き 第 1 版」より） 
●ゾーニング*（区域をわける） 
*清潔と不潔のエリアを明確にして区切ることで、不潔な区域から病原体を持ち出さないようすること。人や物の
出入りを制限し、誰がみても「エリアが分かれている」ことがわかるようにすることが重要。 
＜介護職員の対応＞ 
・感染症にかかった利用者がいるエリアと、そうでないエリアに分けて、感染が拡大しないようにします 
・その際、各エリアを職員が行き来するのではなく、各エリアの受け持ちを決めます 
・感染症にかかった利用者が入るエリアの中でも、動線が交差しないように人の動きに注意します 
・感染症にかかった利用者が使用した物品等は、そのエリア内で廃棄や消毒ができるようにします 
・可能であれば、職員更衣室での接触を避けるため、各エリアに更衣室を設定することが推奨されます 
・エリアを越えた利用者の移動は行わないようにします 
＜利用者の対応＞ 
・感染症にかかった利用者がエリアの外にでないようにします 
・専用のトイレ（ポータブルトイレ）を設け、利用者の使用後には消毒を行います 
・原則、家族等の面会も断ります 
 
●コホーティング*（隔離） 
*コホーティングとは、 感染患者をグループとしてまとめ、同じスタッフがケアにあたることで、施設内で周囲から区
別・隔離すること。 
＜介護職員の対応＞ 
・感染症にかかった利用者を個室管理にします。また、１か所の部屋に集めるなど、他の利用者へ感染が拡大
しないようにします 
・感染症にかかった利用者の部屋には、手袋やエプロンなど、標準予防策（スタンダード・プリコーション）が速や
かに行えるように設置します 
・入退室時には、手袋の着用の有無にかかわらず、手指衛生を行います 
・退室する前に、手袋やエプロンを外し、感染性廃棄物に廃棄します 
＜利用者の対応＞ 
・部屋の外に出ないようにします 
・原則、 家族等の面会も断ります 
 


